「令和８年度三郷町学校給食及び保育園給食管理システム導入業務」
公募型プロポーザル実施要領


１．目　的
学校及び保育園における給食提供を適切に行うため、献立作成・給与栄養目標量の管理・食数管理・見積業務・発注業務・帳票出力・アレルギー児の対応管理等ができ、また、保育園給食においては、離乳食献立にも対応することとする。

２．対象案件名
令和８年度　三郷町学校給食及び保育園給食管理システム導入業務

３．実施場所
三郷町立学校給食センター ・・・ 奈良県生駒郡三郷町大字勢野５０２０番１
三郷町立西部保育園　　　 ・・・ 奈良県生駒郡三郷町立野北１丁目４５番５号

４．履行期間
契約締結日から令和９年２月２８日まで
※システム本稼動開始　令和９年３月１日とする。
　　　※本稼働前の４週間において、現行のシステムと並行稼働期間を設けるものとする。

５．案件内容
学校給食センターでは、三郷中学校・三郷小学校・三郷北小学校及び南畑幼稚園の給食調理を、また、西部保育園では、自園で離乳食等の調理を行っている。
それぞれの箇所で使用しているシステムの事務処理作業（献立作成・給食栄養目標量の管理・食数管理・見積業務・発注業務・アレルギー対応食の管理・帳票出力等）を効率的に行うためのシステムを導入する。（仕様書のとおり）

６．契約上限額
教育総務課　給食センター　  ２,１０６,５００円（消費税及び地方消費税を含む）
こども未来課　西部保育園 　    ２２０,０００円（消費税及び地方消費税を含む）
　　　※上記　契約上限額については、システムの導入費用を対象とする。
　　　※運用保守業務については、システム導入業者と別途契約を行うものとする。
　　　　また、見積書には参考として月額保守料についても記載すること。
　　　　なお、月額保守料については、評価の対象とする。
　　　※納入し検査に合格した後、１年以内は契約不適合期間とし、契約不適合を理由とする履行の追完の請求はできないものとする。

７．問い合わせ及び提出先
三郷町立学校給食センター
〒636-0814　三郷町大字勢野５０２０番１
TEL：０７４５－３２－０３５１
FAX：０７４５－３１－１２８７
e‐mail: kyushokucenter@town.sango.lg.jp

８．応募資格要件
本プロポーザル参加者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとします。
1 [bookmark: _Hlk224720539]地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のいずれにも該当しないこと。
2 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき更生手続き開始又は民事再生手続き開始の申立てがなされていないこと。
3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）に接触する行為を行っていない者であること。
4 三郷町暴力団排除条例（平成２３年１２月三郷町条例第２０条）に基づく措置を受けていないこと。
5 国税及び地方税の滞納が無いこと。
6 ISO27001認証またはプライバシーマーク認証を取得していること。
7 過去３年間、他自治体において学校給食管理システムの導入実績があること。

９．実施要領等の配布
1 配布期間 ： 令和８年６月２５日（木）～ 令和８年７月２１日（火）
2 配布場所 ： 三郷町ホームページからダウンロードしてください。
（https://www.town.sango.nara.jp）

１０．質問の受付及び回答
1 [bookmark: _Hlk225168252]受付期間 ： 令和８年７月９日（木）１７時まで
2 提出方法 ： 質問書（様式１）に必要事項を記入の上、電子メール、FAX 等により提出
　    してください。（電話不可）
3 回答方法 ： 随時、質問者に電子メール等により回答します。

１１．参加申込書・企画提案書・見積書の作成及び提出
本プロポーザルに参加する場合は、次に定める書類を作成し、期限までに提出してください。
1  参加に関する書類・・・各１部
・ 参加申込書（様式２）
・ 会社概要書（様式３）
・ 同種業務実績（様式４）

2 企画提案に関する書類・・・正本１部　副本５部、および電子媒体１部
・ 企画提案書
・ 機能仕様確認書（様式５・６）
・ 全帳票（サンプル）
・ 見積書（様式７）
・ 直近年度の国税（法人税、消費税及び地方消費税）、都道府県税及び市町村税の納税
証明書若しくは未納のない証明書
　 ※発行日から3ヶ月以内のものとし、写しも可とする。
・ ISO27001認証またはプライバシーマーク認証の写し
3 提出期限等
・ 提出期限 ： 令和８年７月２１日（火）１２時（正午）まで
・ 提出方法 ： 郵送又は持参  ※ 郵送の場合は配達証明付書留郵便に限る
１２．企画提案書の作成要領
1 実施要領、企画提案書等作成要領等を踏まえ作成してください。
2 記述はできるだけ平易な表現とし、文章を補完するための写真、イラスト、イメージ図等が必要な場合は、適宜貼付することとします。
3 企画提案書に要する費用は、全て参加者の負担とします。
4 提出のあった企画提案書等の内容について、審査の過程で疑義が生じた場合は、後日、必要に応じて町から疑義事項の照会を行うことがあります。
5 企画提案書の取扱い
・企画提案書等提出後における内容の追加又は変更は原則として認められません。
・提出された企画提案書等は、三郷町情報公開条例（平成９年３月三郷町条例第８号）に基づき、同条第９条各号に規定する非公開情報を除いて、原則公開の対象とします。
 
１３．見積書の作成要領
見積額については、見積書（様式７）にて作成してください。

１４．審査方法
本プロポーザルの審査は、以下のとおりとします。
1 審査（書類審査及びプレゼンテーション）
本プロポーザルの選定委員会において、提出された企画提案書等の書類を「③審査基準」で示す評価基準に基づき、書類及びプレゼンテーションの審査により、優先交渉権者として選定します。
ただし、参加者が５者を超えた場合、書類による１次審査を行い、１次審査で高い評     価を得た参加者３者程度を対象にプレゼンテーション審査による２次審査を行います。
     　　　※ プレゼンテーション実施日：令和８年７月２７日（月）予定
　　　　　 ※ プレゼンテーションの時間は、原則として２０分以内とし、その後１０分程度の質疑時間を設けます。
　　　　　 ※ プレゼンテーションにおいて使用するプロジェクター及びスクリーンは町で準備をしますが、それ以外に必要なパソコン等は提案者において準備してください。
　　　　　 ※ 参加者が１者の場合でもプレゼンテーション審査は行います。

2 審査結果の公表
審査結果については、三郷町ホームページで公表します。
通知日：令和８年８月４日（火）予定

3 審査基準
本プロポーザルは、以下の評価基準に基づき審査します。
　　　　　　(1) 基本事項　　　　　　　　　　３０/４００点
            (2) システム概要　　　　　　　　２５/４００点
　　　　　　(3) システム機能　　　　　　　　７５/４００点
            (4) サポート体制　　　　　　　　４０/４００点
            (5) 見積書　　　　　　　　　　１３０/４００点
            (6) システム機能仕様確認書　　１００/４００点
　　　　　　※ 詳細については、別紙「優先交渉権者選定評価基準」を参照してください。



１５． 提案及び見積の無効に関する事項
　　　次の一つに該当するときは、その者は無効とします。
1 応募資格要件を満たさない者
2 所定の期限及び提出先に参加申込書、提案書を提出しない者
3 提案に関連して談合等の不正行為があった時
4 提案書の金額に誤脱や判読しがたい数字の記載がされている時
5 提出後に見積書の金額等を訂正した時
6 プレゼンテーション審査に出席しなかった時
7 企画提案書等に虚偽の記載をした場合には、無効とします
8 上記に掲げるものの他、提出書類に重大な記載不備があり本町が無効であると判断した時

１６． 委託契約
1 「１４．審査方法」により選定された者を優先交渉権者とし、詳細な業務内容及び契約条件について協議、合意した後に委託契約を締結します。なお、当該事業者が提案した内容は、委託仕様書に規定されたものと見なします。
優先交渉権者との協議が調わない場合や、契約締結までに「参加資格要件」に規定するいずれかの要件を満たさなくなった場合又は事故等の特別な事由により契約が不可能となった場合等においては、時点交渉権者から順に繰り上げて契約に向けて協議を行います。
2 契約期間は、契約締結日から令和９年２月２８日（日）までとします。
3 契約にあたっての主な留意事項
ア 提案された金額をそのまま委託するものではなく、協議の上、提案の一部を変更もしくは委託料を変更する場合があります。
イ 業務の全部または一部について、本町の承諾なしに他社に再委託することはできません。

１７．スケジュール
	実施要領等の配布
	令和８年６月２５日（木）～７月２１日（火）

	質問書の提出期限
	令和８年７月　９日（木）１７時まで

	参加申込書・企画提案書・見積書の提出
	令和８年７月２１日（火）１２時（正午）まで

	プレゼンテーション審査の実施
	令和８年７月２７日（月）予定

	審査結果の公表
	令和８年８月　４日（火）予定


　なお、本業務の説明会は実施しません。

１８．その他の留意事項
① 提出のあった書類等については返却しません。また、不採用となった場合には、本町で定めた保存年限満了後、本町の責において全て処分するものとし、本業務の審査以外では使用しません。
2 提出された書類等は必要に応じて複写します。
3 本プロポーザルの参加者が１者のみの場合、プロポーザルは成立するものとします。ただし、総合点数において満点の５割を超える点数を必要とします。



（別紙）
「企画提案書等作成要領」

１．企画提案書記載事項について

（１）提案システム
本件で提案するシステムの概要・拡張性、操作性や性能等について記載すること。

（２）システム構築
① 導入体制・支援体制
　　　　 以下の条件を満たす導入体制・支援体制について、企画提案書に記載すること。
　　　　 ・本システムについて業務知識のあるＳＥが導入から稼動までをサポートすることができる体制を整備すること。
・当町が必要に応じ要請した場合には、担当ＳＥによる立会いを随時実施すること。
　　　 　・本システム全般に関する障害対応、Ｑ＆Ａ対応等の連絡窓口を設置すること。
　　　 　・窓口の対応時間は、原則として平日の８時３０分から１７時１５分までとし、その時間帯については、連絡がとれるよう連絡体制を整備すること。
② 導入スケジュール
 以下の条件を満たすスケジュール表について企画提案書に記載すること。
・導入時の操作研修については、操作マニュアルを基に適切な日数を予定し、当町との打ち合わせを踏まえて日程を定めるものとする。 
・動作テストについて計画的かつ確実に実施することができること。
③ ハードウェアに関する仕様等
本調達に関するハードウェアの仕様については下記のとおりとする。
　　　　 ・学校給食管理システム
	項番
	調達物
	数量
	備　考

	
１
	サーバ機
	１
	想定機種：ＤＥＬＬ ＰowerＥdge Ｔ160
５年間翌営業日オンサイト保守パックも含める

	２
	サーバОＳ

	１
	サーバ用ОＳ
最新のバージョンを導入すること

	３
	Ｗindows ＣAL
	３
	クライアントＰＣ分


	４
	セキュリティソフト
	-
	ＥＳＥＴ Ｓerver用ライセンス 5年分


	５

	ディスプレイ用ケーブル
	1
	２ｍ
サーバと既設ディスプレイ接続用


　　　　※現行、学校給食管理システムについては、３台のクライアントＰＣで利用しており、相
互にデータ連携を行っている運用。
本件で調達するシステムについても、同様の構成を実現すること。
※また、本仕様書以外でもシステム動作に必要なソフトウェアがある場合はすべて見積に含めること。また、システム動作に必要なOSについても調達に含めること。
※ハードディスクの容量については、システムの利用について６０か月を想定しているため、６０か月で容量について不足のない充分な内容で提案を行うこと。
※サーバに接続するためのディスプレイについては、当町で用意する。
出力端子として、HDMIまたはD-subを備えていること。
※設置個所について、当町給食センターとなる。
初期設置、設定に必要な費用についても見積に含めること。
※２次バックアップとして、本町指定の外づけＨＤＤにバックアップを保存すること。
※クライアントＰＣとプリンタについては、当町既設の機器を使用する。
　　　　　対象機器は下記のとおり。（ＰＣとプリンタの接続設定については見積に含めない。）
　　　　　　クライアントＰＣ　　　　　３台
　　　　　　モノクロレーザープリンタ　１台
　　　　　　複合機　　　　　　　　　　１台
　　　・保育園給食管理システム	
保育園の給食管理システムについて、現状　当町既設のクライアントＰＣでスタンドアローンによる運用を行っている。
　　提案システムにおいて、別途調達が必要な機器等があれば見積に含めること。
※クライアントＰＣとプリンタについては、当町既設の機器を使用する。
　　　　　対象機器は下記のとおり。（ＰＣとプリンタの接続設定については見積に含めない。）
　　　　　　クライアントＰＣ　　　　　１台
　　　　　　モノクロレーザープリンタ　１台
　　　　　　複合機　　　　　　　　　　１台
※その他クライアント端末に対し、導入に必要な設定費用について見積に含めること。
④ データ移行
当町で現在運用している学校給食管理システム及び保育園給食管理システムのデータ移行を行うこと。
なお、移行に必要な原資（データ・資料など）については当町にて開示するものとする。　
　　 　　・現行システムについて　　　　　　
　　　システム開発会社 ： ㈱夢工房
　　　　　　システム名　　　 ： らくらく献立７学校給食版及び保育園版
　　　　　　移行対象　　　　 ： 献立データ（ＣＳＶデータ）、料理データ（ＥＸＣＥＬデータ）
　　　　　　　　　　　　　　　  食品データ（ＰＤＦデータ）
（令和元年１２月以降分）
　　  　 また、本件で調達するシステムの次期システムにおいて、データ移行が簡便に行えるよう汎用的なデータ形式（献立データ（ＣＳＶデータなど）、料理データ（ＥＸＣＥＬデータなど）、食品データ（ＰＤＦデータなど））で必要なデータを出力できること。
  
（３）その他
　記載内容項目以外で記載すべき事項があれば、本項目へ記載すること。

２．企画提案書作成にあたっての留意事項
　
（１）企画提案書には、「企画提案書記載事項」の各項目について記載すること。記載順も各項目の順番に従い、項目番号を付して記載すること。
　
（２）用紙サイズはＡ４版を基本とし、ページ数に制限は設けないが、２０分程度にて説明できる内容とすること。
　

（３）企画提案書は、紙媒体６部（正本１部・副本５部）及び電子媒体１部を提出すること。
　
（４）企画提案書を評価する者が特段の専門的な知識を有していなくても評価できる企画提案書を作成すること。なお、やむを得ず専門用語等を使用する場合については、一般用語を用いて脚注を付記する等、一般職員にも理解しやすいものとすること。
　
（５）提案内容は、その考え方等について、文書、表、図等を用いて簡潔かつ明瞭に記述すること。

３．見積書作成にあたっての留意事項

　　見積書は、「システム導入に関する費用」及び令和９年３月１日から開始する「運用保守料」（代表者印が押印されたもの）の月額保守料を提示すること。
　　※ ただし、「運用保守料」の見積額は本業務以外の業務に係る費用であるが、評価の対象とする。
　
（１）共通事項
　　（ア）「システム導入に関する費用」の見積額は、実施要領に記載する提案上限額を超えてはならない。
　　（イ）納入し検査に合格した後、１年以内は契約不適合期間とし、契約不適合を理由とする履行の追完に係る請求はできないものとする。
　
（２）システム導入に関する費用
　　　① システム本体費用（パッケージシステムそのものの費用）
② カスタマイズ費用（カスタマイズ対応等により、当町が要求する機能について有償で実現する場合は、機能仕様確認書に記載する額とすること）
③ ハードウェア費用（サーバ機器等の費用）
　　　④ ソフトウェア調整費用（サーバ及びクライアントに必要なソフトウェアをインストールするための費用）
⑤ データ移行費用（データ移行に関する費用）
⑥ マニュアル作成費用
⑦ 操作研修費用
　
（３）運用保守料（参考）
　　　① ソフトウェア保守料
② システム管理費用
　　　　 運用保守の対象期間（令和９年３月１日から開始）において、本システム導入時の仕様に係る保守を継続することが困難になるような、システム本体にとって重大な変革を行わざるを得ない場合を除き、システムに関する機能のバージョンアップ、日本食品標準成分表の改訂に伴うマスタデータの更新等、システムの機能向上等に係る比較的軽微な修正に要する費用。
③ システム運用支援費用
　　　　 システムの操作方法等に係る照会に対する回答、障害、故障等トラブル発生時における対応等、システム運用が安定的かつ円滑に行われるための運用支援に要する費用。
　　　   ※ 見積書には「システム導入に関する費用」とは別の段に月額保守料として記入すること。
　
（４）その他
　　　　本件の見積もりにおいて上記に該当する項目がなく、システムを導入し、かつ運用保守するうえで必要不可欠な項目について、当該項目についての具体的説明を付して記載すること。

４．機能仕様確認書記入にあたっての留意事項

　（１）機能仕様確認書に記載のそれぞれの機能について該当する項目の「対応区分」欄に下記、対応区分について４段階で記載すること。
　　　　※ ★印は必須機能とする

　（２）対応区分について
① Ａ：パッケージの標準機能として装備されている場合、または、稼動までに実装(カスタマイズを含む)。
　 　（提案費用に含まれており追加費用が発生しない場合）
② Ｂ：システムでの運用は不可能だが、運用回避等の代替案で対応することができる場合
　　　 ※ 「備考」欄に代替案の内容や説明を具体的に記入すること。
③ Ｃ：稼動までには提供できないが、近年のレベル（バージョン）アップ予定で対応できる場合、またはパッケージへの改修を行うことで対応することができる場合。
（追加費用が発生する場合）
④ Ｄ：カスタマイズや今後の対応でも実現することができない場合
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